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特別な支援が必要なお子さんの就学について 
 

 

 

 

浦添市教育委員会 

 

 

 浦添市立小学校・中学校では、特別な支援が必要なお子さんを含め、す

べての子どもたちが、自分らしく生き生きと学校生活が送られるよう、一人

一人に応じた指導・支援を行う特別支援教育を行っています。 

 

 特別支援教育は、子どもたちが持てる力を最大限伸ばし、自信をもって

学校や家庭生活を過ごすことができるようにするために、一人一人の実態

を把握し、必要な支援が適切に受けられる「学びの場」を考えていくことを

大切にしています。 

 

 適切に「学びの場」を見出すためにも、通っている小中学校、幼児教育保

育施設の先生方と相談し、お子さんが安心して学べる場について、一緒に

考えていくことが大切です。教育委員会でも教育相談を行っています。 

 

 今後の相談や申請（要請）手続きの際に、この「しおり」を参考にしてい

ただけると幸いです。 
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特別支援学校の子

供が、校区の小中学

校で学びます。 

通常の学級・・・一斉指導の中で、必要に応じて個別の声か
けや座席配慮などを行います。 

交流及び共同学習は、障がいのある子供と障がいのな

い子供が、同じ社会に生きる人間として、 

お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくこと

の大切さを学ぶために、特別支援学級の子供が通常の学級の

子供とともに学習することです。 

交流及び 
共同学習 

 

特別支援学校 

障がい等が比較的

重い子供を対象とし

ています。 

個々の発達状況や

障がい等に配慮し

た、より専門性の高

い教育を行います。 

１ 学校教育における特別支援教育とは 

障がいのある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に

立ち、子供一人一人の教育的ニーズ（障がいの状態等による困り感）を把握し、その持てる

力を伸ばし、学習や生活で抱える困難さを軽減し、改善するための適切な指導や支援を行う

教育です。 

特別支援教育は 

障がいのある子供たちのために、連続性のある学びの場として「通常の学級」「通級指導

教室」「特別支援学級」「特別支援学校」という４つの学びの場があります。 

学びの場では、子供一人一人が学習や生活で抱える困難を改善または克服するために、

保護者と共に「個別の教育支援計画」を作成し、具体的な教育的支援を行うための「個別

の指導計画」を作成することとしています。 

連続性のある多様な学びの場 

子供の教育的ニーズの変化に応じて、学校や学びの場を柔軟に見直して変更することが

できます。 

学びの場の柔軟な見直し 

小学校・中学校 

交流及び 
共同学習 

 

通級による指導（通級指導教室）・・・通常の学級に在籍

しながら通う特別な教室。個々の発達状況に合わせて課題に

取り組みます。 

 

 
特別支援学級・・・比較的軽度の障がいのある子供のために特別

に設置された少人数の学級です。障がい種ごとに設置されます。 
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①個別の声かけを多くする  ②座席配慮   ③学習課題の工夫 

２ 通常の学級における指導・支援の工夫とは 
 

子供の教育的ニーズ（障がいの状態等からくる困り感）に応じて「連続した多様な学びの場」がある 

担任による配慮の例 

① 特別支援教育コーディネーター（１6ページ参照）による指導助言や教育相談 

② 個別の教育支援計画等の作成  

③ 特別支援教育巡回指導員による指導助言や教育相談 

④ 特別支援教育ヘルパーによる支援（社会的自立を目指して） 

⑤ 教育相談支援員やスクールソーシャルワーカー（SSW）による支援 

⑥ スクールカウンセラーによる教育相談 

⑦ 専門相談（浦添市教育委員会特別支援教育グループによる指導助言等） 

 

学校全体で支援する体制 

個別支援

（多） 

子供の教育的ニーズの変化に応じて、学校や学びの場を柔軟に見直して

変更することができます。【学校と相談して、申請することが必要です】 

個別支援

（少） 

子供の教育的ニーズ（障がいの状態等による

困り感）に応じた指導・支援を行います 

通常の学級

（5ページ） 

通級による指導 

（通級指導教室） 

（6ページ） 

特別支援学級

（8ページ） 

特別支援学校

（12ページ） 

・言語通級 

・発達通級 

・知的 

・自閉・情緒 

・弱視 

・難聴 

・肢体不自由 

・病弱 

・言語 

・知的 

・視覚障がい 

・聴覚障がい 

・肢体不自由 

・病弱 
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対象 

通常の学級に在籍していて授業に概ね参加できるが、口蓋裂など器質的・機能的な

構音障害があるもの（発音の不十分さ）、または吃音や話し言葉のリズムの障害があ

り、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

指導内容 
子供一人一人の状態に合わせた個別指導をします。シャボン玉遊びで呼気の練習、

ゴム風船を振動させた発声練習、舌を滑らかに動かす練習等を行います。 

設置校 浦添小 

通級のタイプ 浦添小（自校通級）  浦添小以外の小学校（巡回指導）  

対象 

通常の学級に在籍していて授業に概ね参加できるが、発達の特性に困り感を抱えてお

り、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

（気持ちのコントロールやコミュニケーションが苦手、または全般的な知的発達の遅れは

ないが話す・読む・書く・計算する等の特定の学習に困り感があるもの） 

指導内容 
長所を伸ばしたり、発達特性による困難さを軽減したり、苦手さを克服しながら、社会的

な自立を目指していく学習を行います。 

設置校 内間小 港川小 宮城小 浦城小 浦添中 仲西中 

通級のタイプ 
自校通級 

他校通級 
自校通級 自校通級 

自校通級 

巡回指導（内間小） 
自校通級 自校通級 

通常の学級に在籍している教育的ニーズがある子供が対象となり、学び方や人との関

わり方などについて、担当教員による「自立活動」を通して学習活動を行います。 

３ 通級による指導（通級指導教室） 
 

通級による指導（通級指導教室）は 

通常の学級で多くの授業を受けますが、教育的ニーズに応じて調整された時間割の中

で、週１～２回程度（１回 45～50分）授業時間中に、特別な教室（通級指導教室）で学

習します。 

 

 

 

 

 

 

 

で学習します。 

 

 

 

通級による指導の受け方 

浦添市の通級指導教室の内容 ※【対象】は学校教育法施行規則第１４0条に準拠する（１4ページ参照） 

 

言語通級指導教室「ことばの教室」 

発達通級指導教室 

【発達通級指導教室の通い方について】 

内間小及び港川小、宮城小、浦城小校区以外の学校に在籍する場合には、他校通級方式を行う内間小

学校へ通って学ぶことになります。他校にて通級指導を受ける際には、保護者による送迎をお願いします。 
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他校通級：特別教室が設置されている学校へ通って指導を受けます【保護者による送迎】 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

巡回指導：通級担当教員が他校を巡回して指導します。在籍する学校の中にある、通級
指導をする特別教室へ行って指導を受けます 

  

 

 

 

 

 

 
          

 

自校通級：在籍する学校の中にある特別教室へ行って、通級による指導を受けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

保護者が送迎する 

子どもが校内を移動する 

特別教室 

（週 1～２回程度） 

通級による指導を受けるための手続き 

浦添市教育委員会へ

申請 

教育支援委員会の 

結果 

「通級による指導」 

結果に対する 
保護者の同意 

（保護者の意見等の提出） 

次年度より 
通級指導開始 

決められた期間内に前もって申請が必要です。通級指導が決定された後は、毎年申請する必要は

ありませんが、子供の状態が改善された時点で終了となります。指導開始から３年以内に終了するこ

とを目安としています。 

通級による指導をする特別教室の設置校 在籍している学校 

※送迎時間も 

出席扱いです 

特別教室が設置されている学校 

 

在籍している学校 

【対象児童生徒】（言語通級）浦添小  （発達通級）内間小・港川小・宮城小・浦添中・仲西中 

【対象児童】  （発達通級）内間小・港川小・宮城小・浦城小以外の小学校 

【対象児童】  （言語通級）浦添小以外の小学校 

特別教室 

（週 1～２回程度） 
通常の学級 

（ほとんどの時間学ぶ） 

 

通常の学級 
（ほとんどの時間学ぶ） 

通級による指導をする 

特別教室の設置校 

教員が巡回指導する 
校内移動 

特別教室（週 1～２回程度） 

通常の学級 

（ほとんどの時間学ぶ） 
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交流及び共同学習（同学年の通常の学級） 特別支援学級（少人数・異学年編成） 

校内に２つの学び

の場があります 

児童生徒最大８名に対して、担任が 1人配置され、子供の教育的ニーズ（障がいの状

態等による困り感）に応じた指導が行われる学びの場です。 

 同じ障がい種ごとに学級編成されます。「知的障がい」「自閉症・情緒障がい」「弱視」

「難聴」「肢体不自由」「病弱」「言語障がい」の７種類です。また、学年の違う子供たちで

学級編制されます。 

特別支援学級は 

 

教科の学習 

自立活動 

特別支援学級の指導内容 

交流及び 

共同の学習 

基本的には、小・中学校の教科書を使って学習します。子供の発達状況を考

慮して、下学年の学習内容や特別支援学校の指導内容を参考にする場合

もあります。 

子供一人一人の実態に応じて、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、個

に応じた指導を行っています。（週の授業時数の半数以上を特別支援学級で学びます） 

子供一人一人の障がい等による学習上または生活上の困難を改善・克服

につなげていく学習です。（すべての特別支援学級が取り組みます） 

 

特別支援学級に在籍していても、同学年の通常の学級（交流学級）に

も座席が用意され、交流学級で共に学ぶ「交流及び共同学習」が行わ

れます。 

「交流学習」➡学校行事等を通して通常の学級の児童生徒と交流を図り社

会性・情緒面の育成を図る学習。 

「共同学習」➡交流学級で共に教科学習に取り組む活動で、当該学年の 

各教科等の授業内容が分かり学習活動に参加している実 

感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごす学習。 

（評価も同様に行います） 引用元：「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）」文部科学省 （令和４年４月２７日） 

 

各教科等を 

合わせた指導 

知的障がい特別支援学級の場合は、子供の発達状況や学びやすさを考

慮して、複数の教科等を合わせて、「日常生活の指導」「生活単元学習」

「遊びの指導（小学校のみ）」「作業学習(中学校のみ)」という指導の形

態もあります。 

 

４ 特別支援学級とは 
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指導内容 

学習の習熟度に合わせて下学年の学習内容を取り入れたり、生活に役立つ

内容を指導します。 

小学校では、体力づくりや基本的生活習慣の確立ができるような指導、日常

生活に必要なことばや数の指導があり、遊びの形態を取り入れた学習も行わ

れます。 

中学校では、学習の習熟度に合わせて下学年の学習を取り入れたり、社会生

活や職業生活につながる知識や技能等を身につけられるような指導が行わ

れます。 

対象 
知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり、日常生活を

営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの 

現在の設置校 市内すべての小中学校 

 

 

 

指導内容 

基本的には、通常の学級と同じ教科書を使って指導します。子供の情緒面や

心の安定に配慮しながら学習を進めます。学習の習熟度を配慮するとともに

感情のコントロールやコミュニケーション、社会性を身につけられるような指導

をします。 

対象 

１ 自閉症またはそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係作り

が困難である程度のもの 

２ 主として心理的な要因による選択制かん黙等があり、社会生活への適応

が困難である程度のもの 

現在の設置校 市内すべての小中学校 

 

 

 

指導内容 

聞こえの状態に合わせて聞く力を伸ばしつつ、聴力以外の力も活用しながら、

ことばの理解を深め学習が定着していけるよう指導を行います。聞こえの状態

に合わせて補聴援助システム（ロジャーシステム）なども活用します。 

対象 
補聴器や人工内耳等を使用しながらであっても、通常時の話し声を聞き取る

ことが難しい場合があるもの 

現在の設置校 仲西小・沢岻小 

 

③ 難聴特別支援学級自

閉症・情緒障がい特別支

援学級 

※【対象】は学校教育法第８１条②に準拠する（１4ページ参照） 特別支援学級の種類 

② 自閉症・情緒障がい特別支援学級自

閉症・情緒障がい特別支援学級 

①知的障がい特別支援学級

自閉症・情緒障がい特別支援

学級 
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指導内容 

もっている視力を十分に活用しながら、見る視点がはっきりわかるように教材

を工夫し、目と手を使った作業を取り入れて指導を行います。また、見え方の

状態に合わせて、タブレット端末といった視覚機器なども活用します。 

対象 
拡大鏡（ルーペなど）を使用しながらであっても、通常の大きさの 

文字や図形などを目で見て認識することが難しい程度のもの 

現在の設置校 当山小・前田小 

 

 

 

指導内容 

一人一人の状態に合わせて姿勢を保つ・歩く・手指を使う等、日常生活を送

る上で基本的な技能を高めていく指導・援助を行います。子供が可能な限り

自らの力で学校生活ができるように、トイレに近い教室にするなどの配慮も検

討されます。 

対象 
補装具によっても歩行や筆記等、日常生活を送っていく上での基本的な動作

等に軽度の困難さがある程度のもの 

現在の設置校 浦城小・牧港小・当山小・前田小・浦添中 

 

 

 

指導内容 
子供たちの疾患等の状態に合わせて、運動や安静・食事など日常の様々な活

動を通して「生活の自己管理」ができるように指導や援助を行います。 

対象 
慢性の呼吸器疾患その他疾患や身体虚弱の状態により、持続的または間欠

的に医療との連携や生活の管理を必要とする程度のもの 

現在の設置校 
浦添小・神森小・浦城小・当山小・内間小・港川小・前田小 

浦添中・仲西中・港川中・浦西中 

 

 

 

指導内容 

唇・あご・舌の運動機能を高めたり、呼吸の仕方、話す時のスピードやリズムなどの

指導を行うとともに、コミュニケーションに対する自信や意欲を高める指導を行いま

す。 

対象 
口蓋裂、構音器官の麻痺などの話し言葉における障がいや、吃音等といったリズム

障がいがある、または、言語機能の発達の緩やかさがある程度のもの 

現在の設置校 なし 

④ 弱視特別支援学級自

閉症・情緒障がい特別支

援学級 

⑤ 肢体不自由特別支援学級自閉

症・情緒障がい特別支援学級 

⑥ 病弱特別支援学級自

閉症・情緒障がい特別支

援学級 

⑦ 言語障がい特別支援学級自

閉症・情緒障がい特別支援学級 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学級に入級するための手続き 

浦添市教育委員会へ

申請 

教育支援委員会の 

結果「特別支援学級」 

結果に対する 

保護者の同意 

（保護者の意見等の提出） 

 

 

次年度より 

特別支援学級 

に入級（在籍） 

決められた期間内に、特別支援学級等入級の申請が必要です。 

医療機関での診断の有無に関わらず、集団生活における困り具合に応じて申請でき

ます。子供の教育的ニーズ（障がい、疾患、発達特性等）、学校や地域の状況、保護者

や専門家の意見等を基に、教育支援委員会は学びの場を総合的に判断します。 

しかしながら、教育支援委員会で話し合い、指導体制を整えるために子供の困り具

合に応じてどのような配慮が必要なのかを適切に知ることを目的として、医療機関の受

診や、お手元にある診断書・障害者手帳等の写しの提出をお願いする場合があります。 

また教育支援委員会の結果は、学校生活における教育的ニーズに応じた学びの場を

決めるものであり、医療機関のように診断を下すものではありません。 

 

 
（Q＆A）①特別支援学級では、苦手な教科だけ学ばせたい。それは可能なの？ 

（答え）特別支援学級では、子供が社会的に自立していくことを目指して総合的に指

導・支援をします。特別な教育的な活動として、自立をめざした自立活動の指導を行う

ことが認められています。よって、苦手な教科を学ぶために補習授業を行う場ではありま

せん。 子供一人一人の実態に合わせて「個別の教育支援計画」を保護者と共に作成

し、それに基づいた「個別の指導計画」を立て、指導・支援に活かします。 

また、子供の特性などに配慮した学習指導を行うと共に、社会性を育むことを目的と

して、計画的に「交流及び共同学習」も行われます。 

（Q＆A）② 校区に希望する特別支援学級がない場合にはどうなるの？ 

（答え）就学決定された場合、校区に対象となる障がい種の特別支援学級がない場合

は、次年度より新設が検討されます。年度途中の新設はできません。 

※新設にあたって、診断書が必要な場合もあります。 

 
（Q＆A）③ 特別支援学級で学び続けるためには、毎年申請が必要なの？ 

（答え）「特別支援学級」と就学が決定された場合には、毎年申請する必要はありませ

ん。ただし、小学校から中学校へ進学する際に特別支援学級での指導を継続する場合に

は、６年生の時に手続きが必要です。在籍する小学校にご相談ください。 
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障がいの種類 対象   ※学校教育法第 22条 3に準拠する（１4ページ参照） 

知的障がい 

1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むの

に頻繁に援助を必要とする程度のもの 

2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社

会生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由 

1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活に

おける基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の

医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱 

1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患

の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 

2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

視覚障がい 

両眼の視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視機能障害が高

度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚によ

る認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 

聴覚障がい 

両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上のもののうち、補聴器等の

使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度の

もの 

 

 

学校名 障がい種 所在地 電話番号 

大平特別支援学校 知的障がい 浦添市字大平 877-4941 

鏡が丘特別支援学校 肢体不自由  浦添市当山 877-4940 

森川特別支援学校 病弱 西原町字森川 945-3008 

沖縄盲学校 視覚障がい 南風原町字兼城 889-5375 

沖縄ろう学校 聴覚障がい 北中城村字屋宜原 932-5475 

 県立の学校で、子供の障がいの状態等に応じた教育課程と教育環境があり、 

より専門性の高い個に応じた指導・支援が行われています。 

特別支援学校によっては、通学バスでの送迎や寄宿舎利用等の支援もあります。 

 

 

５ 特別支援学校とは 
 

① 特別支援学校とは 

（浦添市 通学区域の特別支援学校） 
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（答え） 

① 年度途中の転入は原則出来ません。転入にあたっては、前もって浦添市教育委員会

に特別支援教育の申請が必要です。在籍する小中学校へご相談ください。沖縄県就学

支援委員会より転入可能という結果が出ましたら、次年度より転入になります。 

② 公立小中学校に在籍していて疾病等で長期入院になった場合には、学びの保障 

の観点から年度途中であっても特別支援学校（病弱特別支援学校）に転籍し、院内 

学級における学習指導が検討されます。 

③ 子供の発達の程度、障がいの状態の変化、適応の状況等を考えながら、「学びの 

場」の見直しとして、小中学校から特別支援学校への転入が検討されます。 

 

 

 

 

  

 

 

子供の発達の程度、障がいや適応状況等を考慮の上で、就学先が決定 

されるため、保護者の希望と市や県の総合的な判断が異なる場合もあります。 

② 特別支援学校に通うための手続き 

次年度より 

入学 

転入 

 

 

 

判定 （Q＆A）現在小中学校に在籍しているけれど、特別支援学校に転入することはできるの？ 

浦添市教育委員会へ

特別支援申請 

県教育委員会へ 

特別支援申請 

各特別支援学校で「学校説明会」「学校体験」が実施されます。申請にあたっては、学校

説明会や学校体験に参加し、事前に情報を得ておくことをお勧めします。 

県立沖縄ろう学校への通級制度 

難聴通級指導教室として、県立沖縄ろう学校（北中城村）への通級の制度もあります。在籍校から

ろう学校への送迎は、保護者にお願いしております。通級に関しては、県立沖縄ろう学校へ直接ご相

談ください。（沖縄ろう学校℡：098-932-5475） 

 

（Q＆A）特別支援学校から校区の小中学校へ転入することはできるの？ 

（答え）転入にあたっては、前もって在籍する特別支援学校へご相談ください。子供の発

達の程度、障がいの状態の変化、適応の状況等を考えながら、「学びの場」の見直しとし

て、特別支援学校からお住いの校区の小中学校への転入が検討されます。お住いの校区

の小中学校における交流学習及び共同学習の経験を重ねて、沖縄県就学支援委員会よ

り転入可能という結果が出ましたら、次年度より転入になります。 

 

 

 

 

浦添市 

審議 
県審議 
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特別支援学校 

（学校教育法施行令第 22条の 3) 

特別支援学級 

（学校教育法第８１条②） 

通級による指導 

（学校教育法施行規則第 140条） 

視
覚
障
害 

両眼の視力がおおむね 0.3未満のもの又
は視力以外の視機能障害が高度のもののう
ち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、

図形等の視覚による認識が不可能又は著し
く困難な程度のもの 

（弱視者） 
拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図

形等の視覚による認識が困難な程度のもの 

拡大鏡等の使用によっても通常の文字、

図形等の視覚による認識が困難な程度の
者で、通常の学級での学習におおむね参加
でき、一部特別な指導を必要とするもの 

聴
覚
障
害 

両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベ

ル以上のもののうち、補聴器等の使用によっ
ても通常の話声を解することが不可能又は
著しく困難な程度のもの 

（難聴者） 
 補聴器等の使用によっても通常の話声を解

することが困難な程度のもの 

補聴器等の使用によっても通常の話声を

解することが困難な程度の者で、通常の学
級での学習におおむね参加でき、一部特別
な指導を必要とするもの 

知
的
障
害 

1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎

通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助
を必要とする程度のもの 
2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる

程度に達しないもののうち、社会生活への適
応が著しく困難なもの 

知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通
に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部
援助が必要で、社会生活への適応が困難で

ある程度のもの 

 

肢
体
不
自
由 

1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によ
っても歩行、筆記等日常生活における基本的

な動作が不可能又は困難な程度のもの 
2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度
に達しないもののうち、常時の医学的観察指

導を必要とする程度のもの 

補装具によっても歩行や筆記等日常生活に
おける基本的な動作に軽度の困難がある程度

のもの 

 肢体不自由、病弱又は身体虚弱の程度
が、通常の学級での学習におおむね参加で

き、一部特別な指導を必要とする程度のも
の 

病 

弱 

1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経

疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継
続して医療又は生活規制を必要とする程度
のもの 

2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を
必要とする程度のもの 

1. 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持

続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必
要とする程度のもの 
 

2. 身体虚弱の状態が継続的に生活の管理を
必要とする程度のもの 

言
語
障
害 

 

口蓋裂、構音気管のまひ等器質的又は機能
的な構音障害のある者、吃音等話し言葉にお

けるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語
機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、そ
の他これに準じる者（これらの障害が主として

他の障害に起因するものではない者に限る。）
で、その程度が著しいもの 

口蓋裂、構音気管のまひ等器質的又は
機能的な構音障害のある者、吃音等話し言
葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞

く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れ
がある者、その他これに準じる者（これらの
障害が主として他の障害に起因するもので

はない者に限る。）で、通常の学級での学習
におおむね参加でき、一部特別な指導を必
要とする程度のもの 

自
閉
症 

 

1. 自閉症又はそれに類するもので、他人との
意思疎通及び対人関係の形成が困難である

程度のもの 
 
2. 主として心理的な要因による選択性かん

黙等があるもので、社会生活への適応が困難
である程度のもの 

自閉症又はそれに類するもので、通常の
学級での学習におおむね参加でき、一部特

別な指導を必要とする程度のもの 

情
緒
障
害 

 主として心理的な要因による選択性かん
黙等があるもので、通常の学級での学習に

おおむね参加でき、一部特別な指導を必要
とする程度のもの 

学
習
障
害 

   全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、

話す、読む、書く、計算する又は推論する能
力のうち特定のものの習得と使用に著しい
困難を示すもので、一部特別な指導を必要

とする程度のもの 

A 

D 

H 

D 

  
 年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又

は衝動性・多動性が認められ、社会的な活
動や学業の機能に支障をきたすもので、一
部特別な指導を必要とする程度のもの 

６ 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の対象者となる障がいの種類及び程度 

 

国が定めた法令等に基づき、子供一人一人の教育的なニーズに照らし合わせて就学にかかる総合的な判断がされます。 
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７ 医療的ケア児への支援について 
 

  令和３年に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、それ

に基づいて、学校生活において医療的ケアの状態や個々の教育的ニーズ（障がい等からく

る困り感）に応じた支援・指導を行うことが必要とされています。 

  医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族が安心して子育てできるように支

援の充実を目指しています。 

学校における医療的ケアとは 

 学校に配置された看護師が、担当児童生徒の主治医の指示の下、学校で行う医療行為

は、下記のことがあげられます。 

  

 

 

 

 

 

 

医療的ケア児への支援の必要性 

浦添市の医療的ケア児のための支援体制 

浦添市教育委員会では、公立小中学校に在籍する医療的ケア児の状況を把握し、看

護師の配置等の検討や関係機関と連携した様々な支援を行っています。 

 

 

 

 

 

●ガイドライン、マニュアルの作成 

●看護師の配置と業務の拡充 

●医療的ケア運営委員会の設置と運営 

●口腔内の喀痰吸引および鼻腔内の喀痰吸引 ●気管カニューレ内の喀痰吸引 

●胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養 ●経鼻経管栄養 等 

 

医療的ケアにおける支援をご希望する際に取り組んでいただきたいこと 

①保護者は、学校生活において必要とされる医療的ケアについて主治医と話し合う。 

②保護者は、医療機関で話し合ったことを学校へ伝え、診断書を提出する。保護者と学

校は、医療的ケアのニーズの状況を整理しながら、支援内容について話し合う。 

 

 

 

※医療的ケアの検討にあたって、さまざまな調整・準備を必要とするため、早めに学校へご相

談ください。また、医療的ケアのニーズを確認するために診断書等の提出もお願いします。 

 

 

 

学校は校内支援委員会で医療的ケアのニーズと支援について話し合い、教育委員会へ報告しま

す。それを受けて、教育委員会は環境整備や看護師配置等、学校と共に支援について検討します。 
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８ 用語解説 
 

特別支援教育コーディネーターとは 

学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整役、保護者に対する相談窓口、

担任への支援、校内委員会の運営や推進役といった役割を担う教員です。 

 学校における特別支援教育の相談も対応しています。 

特別支援教育巡回指導員とは 

特別支援教育に専門的に関わった経験がある者で、授業などを通して、特別な支

援を必要とする児童生徒の行動観察をし、支援や指導の工夫のしかたをアドバイス

する役割を担っています。 

市教育委員会から市内の公立小中学校へ派遣されており、学校と特別支援教育

巡回指導員で連携を図りながら、定期的に巡回相談を行っています。 

子供への関わり方などについて、保護者相談も行っています。 

 

浦添市教育支援委員会とは 

保護者からの申請をもとに、子供が持っている力を発揮し、安心して学ぶことが

できる学びの場を検討する機関です。 

医師、心理士、学校長、特別支援学校教諭、特別支援教育担当教諭、特別支援

教育に関し研究及び学識を有する者など、子供の発達に関する専門的な知識を

有する者で構成されており、特別の支援を要する幼児、児童及び生徒の就学等に

ついて、教育委員会の諮問に応じ調査審議し、答申しています。 

審議の際には、本人の障害の状態等や教育的ニーズ、本人や保護者の意見、

教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況などを踏まえ

た総合的な観点から、教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる就学先

について検討し、判断しています。 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９ 学校生活において、お子さんのことで相談したい時に・・・ 
 

相談の第一の窓口は「学校」 

「勉強についていくのが難しいようで心配だ」「文字をうまく覚えられない」「友達と

うまく関われていないみたい」「登校をしぶるようになってきた」など、お子さんの気に

なる行動やその対応に仕方について相談したい時には、まずは学校（学級担任）へ

相談してみるとよいでしょう。 

 

相談の流れ 

 

保護者 

学級担任 

●学年主任・特別支援教育コーディネーターなども対応し、学

校全体で支援を検討していく 

●特別支援教育巡回指導員・スクールカウンセラー・スクール

ソーシャルワーカーなどと連携して支援体制を整える 

学校全体で

取り組む 

相談体制 

●教育委員会特別支援教育グループの専門相談 

●こども青少年課くくむい、こども家庭課こども家庭センター、 

障がい者基幹相談支援センターてだこの森などとの連携 

専門的な 

相談機関 

との連携 

相談 

必要に応じて連携 

連携 

担任は、保護者の相談を受け

て、校内の相談体制と連携して、

支援を考えていきます 
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公立小学校・公立中学校 

☆特別支援教育コーディネーター 

☆学級担任（特別支援学級・通常の学級） 

☆通級指導教室担当 

公立保育所 

公立こども園 

公私連携型認定こども園 

 

 

 

 

認可保育園 

私立認定こども園 

私立幼稚園 

認可外保育園 

家庭保育 児童デイサービス 

 

 10 浦添市の特別支援教育システム 

学校教育課（特別支援教育グループ） 

 

 

 

 

 
 

 

☆学校等と連携して専門相談や就学支援を行います。 

市特別支援教育コーディネーター 

市心理士・特別支援教育臨床心理相談員 

特別支援教育巡回指導員 

浦添市障がい福祉関連複合施設 

「ピアラルうらそえ」 

浦添市児童発達支援センター「たんぽぽ」 

障がい者基幹相談支援センター「てだこの森」 

市の各課 

 

こども未来課 

（保育所〔園〕・こども園入所、保育巡回、発達相談

等） 

こども家庭課（子供に関する相談全般） 

こども家庭センター 

（家庭相談業務、子供の貧困対策・健診・発達相談等） 

障がい福祉課（福祉相談、障がい者手帳・児童デイの申請） 

【県立特別支援学校】 

☆大平特別支援学校（知的）【小中高】 

☆鏡が丘特別支援学校（肢体不自由）【小中高】 

☆森川特別支援学校（病弱）【小中高】 

☆沖縄盲学校（視覚）【幼小中高】  

☆沖縄ろう学校（聴覚）【幼小中高】 

☆島尻特別支援学校【幼稚部：知的のみ】 

母子生活支援施設「うらわ」 

県発達障がい者支援センター「がじゅま～る」 

中央児童相談所 各医療機関 

こども青少年課（教育相談、適応指導教室等） 

浦添市社会福祉協議会 

（コミュニティ・ソーシャルワーカー【CSW】） 

関係機関と連携を取りながら、支援を行っています。 

連携 

連

携 

主任主事 

臨床心理相談員・巡回支援専門員 

巡回支援相談員 

 

指導主事（特別支援教育担当） 

☆特別支援教育コーディネーター 

☆学級担任 

☆発達支援加配教諭 

児童心理治療施設ノアーズ・ガーデン 

若夏学院 

☆スクールカウンセラー（SC） 

☆スクールソーシャルワーカー（SSW） 

☆特別支援教育ヘルパー 

☆学校教育支援員 

☆日本語教育支援員・指導教諭 

 

警察署 

国立、私立小学校 

国立、県立、私立中学校 

こどもえがお課（児童手当、特別児童扶養手当等） 

教育機関・相談機関 



 

Ⅱ 特別支援教育に関する手続きについて 
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子供の障がいの状態等の変化に応じて適切な教育を行うために学びの場を見直す制

度です。 

つまり、就学時に決定した「学びの場」については、小学校６年間、中学校３年間固定さ

れるものではなく、子供の教育的ニーズ（障がいの状態等による困り感）の変化に応じて

柔軟に学びの場を変更することができます。 

 

（参考資料：「障害のある子どもの教育支援の手引き～子供一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実について」文部科学省） 

1 学びの場の変更とは 

学びの場の変更とは 

うちの○○は、話の理解が

ゆっくりで、文章を読んでも頭

に入らず、勉強が苦しいようで

す。計算も苦手です。 

本人のペースに合わせて、

もっと多くの個別の指導を受け

させたいのですが・・・・・。 

「子供の学びの状況に悩んだ時に・・・」（保護者面談の一例） 

○○さんは、言葉だけの説明で

は、うまく理解することが苦手な様子

が見られ、多くの個別の声かけを必

要としています。しかし、絵や図を書

きながら、かみくだいて、よりわかりや

すく説明すると理解が進み、じっくり

と学ぶ様子が見られます。 

○○さんの思いを聞いた上で、理

解の状況に合わせながら学習でき

る学びの場へ変更することを検討す

るのもよいかもしれません。 

現在の学びの場は固定されるものではなく、子供の教育的ニーズ（障がいの状態等によ

る困り感）の状態や変化に応じて、学校と相談しながら学びの場の変更を検討すること

ができます。 

保護者 

学級担任 
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学びの場を変更した具体例（ほんの一例です） 

特別支援学級 通常の学級 

通常の学級 特別支援学級 

子どもの教育的ニーズ（困り感）が緩和し、自立してできることが増えた 

子供の教育的ニーズ（困っていること）に応じた個別の支援・指導を受けたい 

知的障がい特別支援学級 

子供の教育的ニーズ（困っていること）が変わった【別の障害種へ変更】 

変 更 

子供の教育的ニーズ（困っていること）に応じたより専門的な個別の支援・指導を受けたい 

特別支援学級 県立特別支援学校 変 更 

変 更 
自閉症・情緒障がい 

特別支援学級 

変 更 

子どもの教育的ニーズ（困り感）が緩和し、自立してできることが増えた 

県立特別支援学校 変 更 特別支援学級 
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学びの場の変更のための基本の手続き 

➀本人・保護者・学校で話し合う（就学相談） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

④保護者は、市教育支援委員会からの 

結果について、学校から説明を聞く（就学相談）。 

⑤保護者は、市教育支援委員会からの結果に 

対する保護者の最終的な判断を 

「保護者の意見等」（文書）に記入する。 

 

学校が教育委員会へ「保護者の意見等」を 

提出する。 

次年度より、学びの場の変更 

子どもの教育的ニーズより学びの

場を総合的に判断されます。よって、

教育支援委員会の結果と保護者の

希望が異なる場合もあります。 

子どもの思いを尊重しながら、 

教育的ニーズ（困り感）やそれに

対する支援について、本人・保護

者・学校で十分に話し合うことが

大切です。 

県立特別支援学校を希望する場

合は、県教育委員会への申請・審

議が必要です。 

②保護者は学校と共に申請書を作成する。 

学校が学びの場の変更のための「申請」をする。 

教育支援委員会の結果によって

は、現在の学びの場を継続する場

合があります。 

・子供の教育的ニーズ（困っていること）を整理する。 

・変更したい学びの場の情報を集める。 

（学校見学・体験授業など） 

学びの場の変更を考えた時には、まず学校へご相談ください。子供本人・保護者・学校で

子供の教育的ニーズに合わせた支援や学びの場を考えていきます。 

③保護者は教育委員会から派遣された調査員と

面談する（電話面談の場合有り）。 

※特別支援申請のみ行います。 

 

※教育支援委員会・・16ページ参照 
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変更したい学びの場の種類 申請の種類 

・通常の学級から通級指導教室・特別支援学級へ変更したい 
特別支援申請 

・県立特別支援学校へ転入したい 

・通級指導教室から特別支援学級へ変更したい 

措置替え申請 

・特別支援学級から通常の学級・通級指導教室へ変更したい 

・別の障害種の特別支援学級へ変更したい 

・前年度特別支援申請をして「経過観察」という結果であり、 

通常の学級・通級指導・特別支援学級へ変更したい 

※特別支援学級に在籍する小学６年生は、他の学年とは異なる申請等の手続きがあります。詳細

について、25ページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校を希望する場合には、県立の学校へ「転入」になるため、「特別支援申請」

となります。 

 

特別支援学級における指導支援によって子供が成長する、困り感が緩和する、あるい

は別の困り感が生じるといった、教育的ニーズが変化した場合には、それに応じて学びの

場の変更が検討されます。 

また、「交流及び共同学習」として、通常の学級で週の授業時数の半分以上の時間を

学ぶことができる場合には、通常の学級への変更を検討することが望ましいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学級から学びの場を変更することについて 

特別支援学校へ学びの場を変更することについて 

現在の学び場における適応状況を経過観察し、学校と相談しながら別の学びの場を検

討する場合には、「措置替え申請」となります。しかし、前年度に「経過観察」という審議結

果があっても、特別支援学校を希望する場合には、「特別支援申請」となります。 

前年度の審議結果に「経過観察」がついており、別の学びの場への変更することについて 

 

申請の種類 

特別支援学級に在籍している児童生徒が、大半の時間を「交流及び共同学習」として通常の学

級で学んでいる場合には、学びの場の変更を検討するべきであること。言い換えれば、特別支援

学級に在籍している児童生徒については、原則として週の授業の半分以上を目安として特別支

援学級において児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた

授業を行うこと。     引用元： 「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知）」文部科学省（令和４年４月２７日） 
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前年度、特別支援申請をし、 

「経過観察がのぞましい」 

という結果だった。 

 

【全学年該当】 

変更したい学びの場 申請の種類 

通常の学級・通級指導教室・特別支

援学級・別の障害種の通級指導教

室・別の障害種の特別支援学級 

措置替え申請 

特別支援学校 特別支援申請 

現 

学年 

現在の 

学びの場 

変更したい 

学びの場 
申請の種類 

 

小１

小２ 

小３

小４ 

小５ 

 

中１

中２ 

通常の学級 

通級指導教室 特別支援申請 

特別支援学級 特別支援申請 

特別支援学校 特別支援申請 

通級指導教室 

別の障害種の通級指導教室 措置替え申請 

特別支援学級 措置替え申請 

特別支援学校 特別支援申請 

特別支援学級 

通常の学級 措置替え申請 

通級指導教室 措置替え申請 

別の障害種の特別支援学級 措置替え申請 

特別支援学校 特別支援申請 

現 

学年 

現在の 

学びの場 

中学にむけて変更したい 

学びの場 
申請の種類 

 

 

 

 

小６ 

 

通常の学級 

通級指導教室 特別支援申請 

特別支援学級 特別支援申請 

特別支援学校 特別支援申請 

通級指導教室 

別の障害種の通級指導教室 特別支援申請 

特別支援学級 特別支援申請 

特別支援学校 特別支援申請 

特別支援学級 

通常の学級 措置替え申請 

通級指導教室 措置替え申請 

別の障害種の特別支援学級 特別支援申請 

特別支援学校 特別支援申請 

知的・情緒以外の特別支援学級在籍で特別支援学級を希望 特別支援申請 

申請のパターン 

※特別支援学級に在籍する小学６年生は、中学入学において「新規入級等」になるため、 

他学年とは異なる諸手続きになります。詳細は、25ページを併せてご覧ください。 

※お子さんの現在の学年➡現在の学びの場➡変更したい学びの

場の順で申請の種類を確認してください 
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現学年 名称 
学校が教育委員会へ

提出・要請する期間 

特別支援学級に在籍する

小 6 で、学びの継続の条

件にすべて該当するもの 

学びの継続の同意書の提出 
５月１２日（火）～ 

５月１９日（火） 

全学年 
次年度に向けて 

ヘルパー要請 

11月 24日（火）～ 

12月 1日（火） 

 

対象となる学年（現学年） 申請の種類 
学校が教育委員会へ 

申請する期間 

全学年 第１次特別支援申請 
５月１２日（火）～ 

５月１９日（火） 

小１・中 1 第 2次特別支援申請 
7月６日（月）～ 

7月 10日（金） 

 

特別支援学校を希望する 

全学年 

第１次特別支援申請 
５月１２日（火）～ 

５月１９日（火） 

第 2次特別支援申請 
7月６日（月）～ 

7月 10日（金） 

全学年 措置替え申請 
9月 28日（月）～ 

10月 2日（金） 

申請期間 

その他の手続き期間 

●お子さんの現在の学年、現在の学びの場、これから希望する学びの場によ

って、申請の種類や申請の時期が異なります。十分にご確認ください。 

●通常の学級に在籍する小１・中１児童生徒は、第１次特別支援申請と第２

次特別支援申請を併せて２回申請の機会があります。学校と保護者・本人が十

分に話し合った上で、申請の時期を決定してください。 

●特別支援学校への転学を希望する場合にも、第１次特別支援申請と第２

次特別支援申請を併せて２回申請の機会があります。特別支援学校への学校

見学、就学説明会の参加などをし、学校と保護者・本人が十分に話し合った上

で、申請の時期を決定してください。 
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手続きの種類 内容 ※申請（提出）期間 

特別支援申請 

特別支援申請後、調査・検査に基づく審議をし、保護

者へ結果の通知をする。保護者の同意を以って、学び

の場が決定する 

5/12（月）～5/19（金） 

措置替え申請 
措置替え支援申請後、審議をし、保護者へ結果の通知

をする。保護者の同意を以って、学びの場が決定する 
9/28（月）～10/2（金） 

学籍の継続の同意書

の提出 

学籍の継続のための５つの条件（次ページ参照）にす

べて当てはまる場合、同意書の提出を以って学びの場

が決定する 

5/12（月）～5/19（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別支援学級に在籍している小学６年生の申請等について 

特別支援学級に在籍している小学６年生の子供はすべて、中学校進学に向けて申請等

の手続きが必要です。 

そのためには、子どもの教育的ニーズ（障がい等の状況）に照らし合わせて、中学校にお

ける学びの場を考えることが必要です。在籍する小学校とともに十分に話し合ったうえ、下

記の該当する方法で手続きしてください。 

手続きの種類と流れ 

学籍の継続の 

同意書の提出 

特別支援 

申請 

措置替え 

申請 

学籍の継続の条件
にすべて当てはまる
ことが確認できた 

浦添市教育委員会へ 
「学籍の継続の同意書」を

提出 

市教育委員会
へ 

申請をする 

学びの場の 
審議 

 
➡保護者へ
結果通知 

審議結果に対す
る保護者の最終
的な意見表明 

 
「保護者の意見
等」を提出する 

中 

学 

に 

お 

け 

る 

学 

び 

の 

場 

の 

決 

定 

※申請（提出）期間とは、学校が教育委員会へ書類を提出する期間です。 

そのため、その期間の前に学校と保護者で話し合うことが必要です。 
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学籍の継続のための条件  当てはまる項目に☑してください。 

□ 条件１ 現在の学籍 

●「知的障がい特別支援学級」 

●「自閉症・情緒障がい特別支援学級」

のどちらかに在籍している 

□ 条件２ 希望 

子供本人・保護者・学校は、中学校でも

「現状通りの特別支援学級がよい」と考

えている。 

□ 条件３ 医療との連携 
令和３年以降～現在まで特別支援に係る

医療機関につながっている。 

□ 条件４ 検査結果 
令和５年～現在までに知能（発達）検査

を受けて、検査結果を知っている。 

□ 条件５ 

自閉症・情緒障

がい特別支援

学級に在籍する

場合のみ 

●「療育手帳」を取得していない 

●「療育手帳」の申請の予定がない 

●「知的障がい」の診断がない 

 
※自閉症・情緒障がい特別支援学級在籍
で、療育手帳を取得（申請）している場合
には、知的発達の面で学びの場の見直し
が検討されます 

中学校における学びの場の希望に合わせて、申請の手続きの種類を確認してください 

（タイプ６） 中学校でも現状通りの特別支援学級（学籍の継続）を希望する 

      下記の「学籍の継続のための条件」を確認する  

（タイプ１） 特別支援学校を希望する 

【前年度「経過観察」結果ありも含む】 

（タイプ２）別の障がい種の特別支援学級を

希望する 

（例：情緒学級➡中学から知的学級へ） 

（タイプ３）通常の学級を希望する 

（タイプ４）通級指導教室を希望する 

（タイプ５）前年度に特別支援申請をして、

「経過観察」という結果がついている 

 

措置替え申請 

特別支援申請 

措置替え申請 

措置替え申請 

す べ て

当 て は

まる 

当 て は

まらない

条件が

１ つ 以

上ある 

特別
支援
申請 

学籍の
継続の 
同意書
の提出 

特別支援申請 

４０ページ

参照 
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学びの場

を考える

ための 

視点 

・子供の行動の特性や集団活動における困り具合等をよく観察し把握しましょう。 

・担任や専門家の話に耳を傾け、日頃から関わりを密にして意見を聞きましょう。 

・子供の思いや考えを聞きましょう。子供が毎日の学校生活をより充実して楽しく

過ごすことができ、教育的ニーズに応じて学ぶことができる場はどこか、子供の立

場で考えましょう。 

・子供が将来に向けて自立し、社会参加ができるように、長期的視点を持って、家

族（祖父母も含め）でよく話し合いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びの場

の情報を

得るため

の 

視点 

・子供が通う（または入学予定の）学校の特別支援学級、通級指導教室の授業見

学をしましょう。 

（学校見学をする際には、前もって学校に連絡して日程調整が必要になります。在籍する学

校の特別支援教育コーディネーターにご相談ください。） 

・特別支援学校を希望する場合には、市主催の就学説明会に参加しましょう。 

・特別支援学校が開催する学校見学や就学相談に参加しましょう。 

（学校見学をする際には、前もって特別支援学校に連絡して日程調整することが必要とな

ります。在籍する学校の特別支援教育コーディネーターにご相談ください。） 

3 特別支援申請を考えた時に（特別支援申請の前にしてほしいこと） 

１ 子供を知る 

特別支援の申請は、診断の有無に関わらず、学校生活における子供の困り具合（支援の必

要性）に応じて申請できます。そのため、集団での学びにおいて、どんなことに困るのか、ど

んなサポートを必要とするのかを整理して、学びの場を考えることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

特別支援教育巡回指導員への相談 

授業観察等を通して、学校生活における子供の困り具合を知り、どんな支援が望ましい

のか？学びの場はどこが望ましいのか？を保護者と一緒に考えます。 

巡回指導員との相談にあたっては、まず学校へご相談ください。 

 

 

 

 

 

２ 調べる 
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就学相談の

流れ 

①学校と子供と保護者で、「集団の学びにおいて子供はどんなことに困ってい

るのか」や「どんなサポートが必要なのか」を確認しましょう。 

②「通級指導教室」「特別支援学級」「特別支援学校」の指導の内容や申請手

続きについて、学校から説明を聞きましょう。 

③子供の意見を踏まえた上で、学校と保護者で、「特別支援申請が望ましいの

か」または「通常の学級における担任配慮や特別支援教育ヘルパーによる支

援でよいのか」を確認しましょう。「子供が、特別支援教育を希望し、特別支援

申請に同意していること」が重要です。 

3 通っている学校と話し合う（就学相談） 

「通常の学級」「通級指導教室」「特別支援学級」「特別支援学校」の中で、子供が安

心して学べる場はどこか？について、通っている学校と十分に話し合うことが大切です。 

学校においては、校内支援委員会で特別支援の必要性について話し合いを持ち、特別

支援申請について子供、保護者との合意形成が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

日時 5月 8日（金）14：00～16：30  【第１部 14：00～15：15】 【第２部 15：30～16：30】 

会場 アイム・ユニバース てだこホール 市民交流室 

対象 主に特別支援学校の申請をご検討中の保護者 

内容 １３：45～14：00 【第１部】受付（通級指導教室・特別支援学級の説明を聞きたい方対象） 

14：００～15：15 【第１部】特別支援教育の制度や申請手続きの説明 

（通級指導教室・特別支援学級等の説明） 

15：15～15：30 【第２部】受付（特別支援学校の説明を聞きたい方対象） 

15：30～16：30 【第２部】特別支援教育の制度や特別支援学校の申請手続きの説明 

                  （特別支援学校職員による学校紹介、各学校による相談会） 

※第１部、第２部の両方参加も可能です 

 浦添市教育委員会 学校教育課 特別支援教育グループ 

℡：（098）876-1234【内線：6563・6565】 

 

 

※ネット予約でお願いします（右の QRコードを読み取って手続きしてください） 

 

事前予約制【予約受付期間】令和８年４月６日（月）～５月７日（木） 

 

浦添市 特別支援教育に係る就学説明会 
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第一次申請期間 ５月１２日（火）～５月１９日（火） 全ての学年対象 

第二次申請期間 7月６日（月）～7月 10日（金） 小１・中１・特別支援学校希望者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校とともに申請書をつくり、手続きに必要なものをそろえる 

4 特別支援申請の手順（申請手続き⇒結果通知後の手続き） 

☑ 申請に必要なもの 
学校と保護者が十分に話し合いをした上で、

共に「特別支援申請書」の作成し、「S-M社

会生活能力検査」を実施してください。 

 ・特別支援申請書 

 ・S-M社会生活能力検査（言語通級教室申請は不要） 

 

２ 学校が申請期間に市教育委員会へ申請書を提出する 

３ 調査・検査⇒審議（浦添市教育支援委員会） 

 

⑴ 調査【学校生活の様子を観察し、各校にて保護者面談・担任面談を行います】 

 ※調査における「面談」は、調査員からの電話相談という形式で行う場合もあります。 

⑶ 審議（浦添市教育支援委員会）※保護者の希望と異なる結果の場合もあります。 

⑷ 教育支援委員会の結果（申請をした学校へ市教育委員会より結果を通知します） 

⑵ 検査【子供の年齢等を考慮した知能・発達検査を各校にて行います】 

※知能（発達）検査を受けたことがない場合、あるいは過去の検査の状況によって、教育委員会が 

知能（発達）検査を実施します。 

 

☑ 保護者のお手元にあれば提出していただきたいもの 備考 

 ・診断書（特別支援申請に係るもの） 既に医療機関等に繋がり、左記のもの

をお持ちの場合には、コピーを提出して

ください。入手予定で、申請期間内に書

類が整わない場合には、一旦申請書を

提出し、後日提出してください。 

 ・障害者手帳 

（療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳） 

 ・知能検査または発達検査の結果報告書 

 ・お薬手帳（現在の服薬情報のページ） 

※過去に知能（発達）検査を受けたことがある場合には、申請書に必ず検査の情報を記入してください。 

記入していただいた検査結果を審議に活用することがあります。 
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市教育委員会へ 

提出する 

文書名 

教育支援委員会の結果 

通常の学級 

通級指導教室 

特別支援学級 

（知的・情緒） 

特別支援学級 

（難聴・弱視・ 

肢体不自由・ 

病弱・言語） 

特別支援学校 

⇒希望する 

【県教育委員会

へ申請する】 

特別支援学校 

⇒希望しない 

【地域の学校の 

特別支援学級に通う】 

市様式 

「保護者の意見等」 
提出必要 提出必要 提出必要 提出必要 

県様式 

「保護者の意見等」 
  提出必要  

「専門医の診断書」 

 
 提出必要 

提出必要 

（令和８年１月以降） 

※１１月１3日までに

用意し提出すること 

特別支援学級の種別 

知的 

肢体不自由 

視覚障がい 

聴覚障がい 

病弱 

 提出必要 

「医療的ケアを要する

児童生徒」 

※専門医が作成 

  

該当者のみ 

※１１月１3日までに

用意し提出すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 就学相談（学校から結果の通知を受け取る） 

学校が保護者に教育支援委員会の結果を説明します。保護者と学校で、子供にとって安心

して学ぶことができる場はどこか、どんな支援が望ましいのかを一緒に考えます。 
 

 

５ 結果に対する意見の表明をする（「保護者の意見等」を書く） 

保護者は、教育支援委員会の結果に対する最終意見を「保護者の意見等」に記入し、学校へ

提出します。該当者は、「診断書」等も提出します。（下記参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

【 

 

６ 学校が教育委員会へ「保護者の意見等」などの文書を提出する 

 

提出期限 

１１月１3日（金） 

【

厳守】 

１０月末週 

１１月中旬 

教育支援委員会の結果が「特別支援学校」であり、保護者が特別支援学校への就学を希望する

場合には、「専門医の診断書の写し（令和８年作成）」を県教育委員会へ提出する必要があります。 

市教育委員会への提出期限に間に合うように、受診の予約をご検討ください。申請時に令和８年

に作成した診断書（写し）を提出している場合には、再提出する必要はありません。 

 

 

※「保護者の意見等」の提出を以って、通級指導教室・特別支援学級が決定します。 
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令和 9年２月の初旬ごろまでに県教育委員会より結果が通知されます。「特別支援学校が望

ましい」という結果の場合には、2月初旬までに保護者宛てに郵送で通知されます。 

尚、学齢期を迎えたすべての 6年生のご家庭に、１２月ごろ市役所より「就学通知書」が 送付

されます。県教育委員会へ特別支援学校入学のために申請し、県教育委員会が「地域の学校が

望ましい」と判断した場合には、就学通知書に記載されている、お住いの校区の中学校に入学す

ることになります。ご理解ください。 

 

 

「特別支援学校」という結果に同意し、県教育委員会へ申請した場合 

5 特別支援学校に係る県教育委員会への申請について 

【県教育委員会への申請～決定までの流れ】 

保護者は、市教育支援委員会の結果「特別支援学校」に同意する 

保護者は、「保護者の意見等」「専門医の診断書」など、県へ申請するために

必要な書類を学校へ提出する 

学校は、「保護者の意見等」「専門医の診断書」など、県へ申請するために 

必要な書類を市教育委員会へ提出する【１１月１３日（金）期限】 

浦添市教育委員会（市教委）が県教育委員会（県教委）へ申請する 

県就学支援委員会が学びの場について審議する 

 

県教委より 

保護者へ結果通知（郵送） 

県教委より市教委へ結果通知 

特別支援学校への 

就学決定 

市教委より保護者へ結果通知 

公立の学校 

（該当する障がい種の特別支援学級）への 

就学決定 

【結果】 

特別支援学校が望ましい 

【結果】 

校区の小中学校が望ましい 

２月初旬

までに 
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6 特別支援申請書を作成する時に迷ったら・・・Q＆A 

A１  「就学相談」「学校見学（授業見学や授業体験等）」を行うことで必要な情報を知る

ことができ、お子さまにとって必要な支援を得られる学びの場が選択しやすくなるでしょう。 

Q 「通常の学級」・「通級指導教室」・「特別支援学校」・「特別支援学校」の中からどれ

を選んだらよいのかわからない。どうしたらいいの？ 

A２ 就学相談や学校見学をしても、学びの場の選択を一つに絞ることが難しい場合に

は、以下の記入例を参考にして、申請書をご記入ください。 

 

➀特別支援学級の障がい種の選択で迷う場合 

【申請書の記入のしかた】お子さまにとって最も望ましいと考える学びの場に「➀」、もう一つ選択を

悩む学びの場に「②」と記入し、余白に「○○と○○で迷っている」と記入ください。 

②特別支援学級と特別支援学校で迷う場合 

③通級指導教室と特別支援学級で迷う場合 

第 1希望：発達通級指導教室  

第２希望：自閉情緒特別支援学級 

教育支援委員会では、お子さまの発達状況や障がい・疾病の状況、集団における適応

状況等を総合的に踏まえて審議されます。保護者の希望とは審議結果が異なる場合も

あります。 

第 1希望：知的特別支援学級 

第２希望：自閉情緒特別支援学級 

第 1希望：知的特別支援学級  

第２希望：知的特別支援学校 
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Q 特別支援学級に入ると、普通高校に受検できないの？ 
また、特別支援学級で学ぶことで、入試において不利になることはないの？ 

 

A いいえ、特別支援学級の在籍に関係なく、だれでも一般高校入試を受検すること

ができます。尚、特別支援学校高等部、高等特別支援学校の受検については、事前

に「志願前相談」を必ず受けるなどの受検基準がありますので、通っている中学校と

必ずご確認ください。 

 また、特別支援学級で学ぶことが不利になることは一切ありません。特別支援学級

で、児童生徒の特性や障がいなどに配慮された指導支援を受けることができます。 

Q 我が子は「自閉スペクトラム症」の診断を受けている。学びの場は「自閉症・情

緒障がい特別支援学級」がよいとなるの？ 
 

A いいえ。「自閉スペクトラム症」の診断を受けていても、通常の学級で学ぶ子は

多くいます。集団における学習や生活において、お子さまがどんなことに困り感を持

ちやすいのか、つまずきを抱えやすいのかを整理し、どの程度支援を必要とするの

かを考えて、「通常の学級」「通級指導教室」「特別支援学級」「特別支援学校」の

４つの学びの場から選択するのが望ましいでしょう。 

Q 我が子は、「自閉スペクトラム症」の診断があり、癇癪が多く、飛び出しもあるた

め、情緒面で困ることが多いと感じている。また、聞き取りづらい発音もある。自閉

症・情緒障がい特別支援学級に在籍しながら、言語通級指導教室（ことばの教室）

で発音練習の指導を受けることはできるの？ 

 

A いいえ、できません。学びの場は一つです。お子さまにとって、最も支援を要するこ

とを主として、指導支援が行われます。このケースの場合、自閉症・情緒障がい特別

支援学級に在籍することになり、情緒面の指導・支援が主として行われます。言葉の

指導については、特別支援学級で口の回りや舌を動かす練習などが行われます。 

Q 申請書を出した後に、保護者の意見の内容（例：希望する学びの場を変更したい

等）を変更したくなった。この場合はどうしたらいいの？ 

 

A まず学校（学級担任）へお早めにご相談ください。学校は保護者の意見を教育委

員会へ伝えます。しかしながら、審議決定の後に保護者の意見の変更について連絡

を受けた場合には、審議にご意見を反映できない場合もございます。ご了承ください。 
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記入例 
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記入例 
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記入例 
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記入例 
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学校が作成する申請書 記入例 
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記入例 

【学校が申請書を作成する上での留意点】 

①保護者が学びの場の選択に迷う場合には、保護者が第一希望に選択した学びの場の

「申請様式」を使ってください。 

（例）保護者が「言語通級」を希望した場合、学校は「言語通級」の様式を活用する。 

 

②学校が校内支援委員会で決定した学びの場は、子供の教育的ニーズに基づくものであ

るため、保護者の希望と異なる場合もあります。 

（例）保護者の希望：言語通級  学校の意見：知的学級 

 学校は「言語通級」の様式に児童生徒の実態を記入し、校内支援委員会の結果は「知的

学級が望ましい」と記入する。 

学校が作成する 

申請書 

（言語通級） 
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【学籍の継続のための条件】  当てはまる項目に☑してください。 

□ 条件１ 現在の学籍 
●「知的障がい特別支援学級」 

●「自閉症・情緒障がい特別支援学級」のどちらかに在籍している 

□ 条件２ 希望 
子供本人・保護者・学校は、中学校でも「現状通りの特別支援学級がよ

い」と考えている。 

□ 条件３ 医療との連携 令和３年以降～現在まで特別支援に係る医療機関につながっている。 

□ 条件４ 検査結果 令和５年～現在までに知能（発達）検査を受けて、検査結果を知っている。 

□ 条件５ 

自閉症・情緒障

がい特別支援

学級に在籍する

場合のみ 

●「療育手帳」を取得していない 

●「療育手帳」の申請の予定がない 

●「知的障がい」の診断がない 

※自閉症・情緒障がい徳兵衛津支援学級在籍で、療育手帳を取得（申請）し
ている場合には、知的発達の面で学びの場の見直しが検討されます 
 

学校が浦添市教育委員会へ「学籍の継続の同意書」を提出する。 

 

7 「学籍の継続」とは 

現在、「知的障がい」あるいは「自閉症・情緒障がい」特別支援学級に在籍している小学

６年生が、中学校でも引き続き現在の特別支援学級に在籍して指導・支援を受けることを希

望する場合に行う手続きです。 

下記にある「学籍の継続」の条件をすべて満たすことが必要です。 

１ 「学籍の継続」とは 

２ 「学籍の継続」のための５つ条件 

特別支援学級に在籍している小学６年生

の申請について：25ページ参照 

下記の条件において、当てはまらない条件がひとつでも

ある場合には、「特別支援申請」をしてください。 

同意書の提出を以って、 次年度の学びの場（現状通りの特別支援学級）に決定する。 

保護者は、「学籍の継続」のための５つの条件に該当するか確認する。 

すべて該当したら、「学籍の継続の同意書」を学校と共につくる。 

３ 「学籍の継続」の手続き 

学籍の継続の同意書の提出期間：5月 12日（火）～５月 19日（火） 
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 記入例 
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※前年度特別支援申請をして、「経過観察が望ましい」という結果がある場合→措置替え申請 

※「特別支援学校」を希望する場合→すべて「特別支援申請」となる（前年度特別支援申請して

「経過観察が望ましい」という結果で特別支援学校を希望する場合→特別支援申請となる） 

 

 

 

➀学校生活における学習面、集団との関わりの面、生活面から自立できている面と

支援を要する点を整理して、子供の実態を把握しましょう 

➁担任や専門家の話に耳を傾け、客観的な視点から子供の実態を理解しましょう。 

③学びの場の見直しについて子供と十分に話し合いましょう。子供が毎日の学校生

活をより充実して楽しく過ごせ、教育的ニーズに応じた学びの場はどこか、子供の立

場で考えましょう。 

④子供が将来に向けて自立し、社会参加ができるように、長期的視点を持って、家族

（祖父母も含め）でよく話し合いましょう。 

 

 

 

 

就学相談の

流れ 

①学校と子供、保護者で、「集団の学びにおいて子供はどんな点が成長したの

か」あるいは「どんなサポートが必要なのか」を十分に確認しましょう。子供の実

態に即しながら学びの場について一緒に検討しましょう。 

②「通常の学級」「通級指導教室」「特別支援学級」の指導の内容や措置替え

申請の手続きについて、学校から説明を聞きましょう。 

③子供の意見を踏まえた上で、学校と保護者で、「措置替え申請が望ましいの

か」を確認しましょう。措置替え申請では、「子供が、措置替えを希望し、措置替

え申請に同意していること」が重要です。 

現在の学年 現在の学びの場 変更したい学びの場 

 

小１～小５ 

 

中１～中２ 

通級指導教室 
別の障害種の通級指導教室 

特別支援学級 

特別支援学級 

通常の学級 

通級指導教室 

別の障害種の特別支援学級 

小６ 特別支援学級 
通常の学級 

通級指導教室 

8 措置替え申請を考えた時に（措置替え申請の前にしてほしいこと） 

学びの場の見直しを考えるための視点 

通っている学校と十分に話し合いましょう 

措置替え申請の対象 
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１ 学校とともに申請書をつくり、手続きに必要なものをそろえる 

9 措置替え申請の手順（申請手続き⇒結果通知後の手続き） 

２ 学校が申請期間に市教育委員会へ申請書を提出する 

３ 調査・検査⇒審議（浦添市教育支援委員会） 

⑴ 調査【学校生活の様子を観察し、各校にて担任面談を行います】 （該当者のみ） 

⑵ 検査【子供の年齢等を考慮した知能・発達検査を各校にて行います】（該当者のみ） 

⑶ 審議（浦添市教育支援委員会）※保護者の希望と異なる結果の場合もあります。 

⑷ 教育支援委員会の結果（申請をした学校へ市教育委員会より結果を通知します） 

措置替え申請期間：９月 28日（月）～10月 2日（金） 申請締め切り厳守 

 

☑ 申請に必要なもの 
学校と保護者が十分に話し合いをした上で、共に

「措置替え申請書」の作成してください。 

診断書については、申請期間内に整わない場合に

は、一旦申請書を提出し、遅くとも１１月 6日（金）

までに学校へ提出してください。 

 ・措置替え申請書 

 ・診断書（または主治医の意見書） 

【難聴、弱視、肢体不自由、病弱、言語障がい

特別支援学級へ措置替え希望の場合】 

 

☑ 保護者のお手元にあれば提出していただきたいもの 備考 

 ・障がい者手帳 

（療育手帳・身体障がい者手帳・精神保健福祉手帳） 

左記のものをお持ちの場合には、写し

を提出してください。 

 ・知能検査また発達検査の結果報告書 

※過去の知能（発達）検査の結果は、申請書に必ず記入してください。 
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４ 就学相談（学校から結果の通知を受け取る） 

学校が保護者に教育支援委員会の結果を説明します。子供にとって安心して学ぶことがで

きる場はどこか、今後どんな支援が望ましいのかを一緒に考えます。 
 

 

５ 結果に対する意見の表明をする（「保護者の意見等」を書く） 

保護者は、教育支援委員会の結果に対する最終意見を「保護者の意見等」に記入し、学校

へ提出します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

【 

 

６ 学校が教育委員会へ「保護者の意見等」を提出する 

提出期限：１２月１１日（金）【提出期限の厳守】 

１１月下旬 

１２月中旬 

浦添市教育委員会へ

措置替え申請 

結果に対する 

保護者の意見表明 

（保護者の意見等の提出） 

 

 

 

措置替え申請手続きの流れ 

教育支援委員会の 

審議 

次年度の 

学びの場の決定 
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記入例 
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記入例 
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10 特別支援教育ヘルパーの支援とは 
 

特別支援教育ヘルパーは、子供たちの社会的自立を目指して、学校生活において支

援を要する子供の個々の苦手な部分を支援しています。 

 

（支援例） 

【生活面・健康面】 衣服の着脱、食事、排泄、車いすの乗降、階段昇降などの介助 

【安全面】 体育や図工、家庭科の実技を伴う場面での介助、安全見守り 

             てんかん発作が頻繁に起こるような子供の状況把握  

【情緒面】 他者への暴力行為や自傷などの危険な行動の防止 

      情緒不安定などによる教室からの飛び出しへの対応、安全見守り 

 

 

 
基本的に、１対１で特定の子供だけ支援することはありません。全体の状況を見守る、声

かけなどをする等の支援が多いのですが、必要に応じて個別に関わる場合もあります。 

特別支援教育ヘルパーは、在籍児童生徒数等を考慮して、各学校に２名～４名程度、配

置されています。学校生活の中で、子供一人一人の困っている状況に応じて、学校がヘル

パーに指示して支援を行います。 

 

 

 

 

【市外の小・中学校へ転出または入学する場合】 

各市町村でヘルパー配置基準等が異なりますので、特別支援教育ヘルパーの支援を

希望する場合には、保護者が転出先の市町村教育委員会へご相談ください。 

 

 ① 特別支援教育ヘルパーはどんな支援をするの？ 

② １対１で支援するの？ 

③ どんな手続きが必要なの？ 

学校が 

保護者面談する 

学校がヘルパー要請書を作る

保護者は同意書に記入する 

学校がヘルパー要請書を 

教育委員会へ提出する 

①ヘルパー要請の対象：通常の学級、特別支援学級に在籍する、ヘルパーによる支援を要する 

児童生徒 

②「特別支援教育ヘルパー要請書」の提出をもって次年度からのヘルパー支援対象となりま

す。保護者に対して、要請に関する結果の通知をすることはありません。 

③ヘルパー要請は、必要に応じて毎年要請が必要です。 

ヘルパー要請期間：令和 8年１１月 24日（火）～１2月 1日（火）（7階 学校教育課まで） 
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記入例 学校が作成する 
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記入例 保護者が記入する 
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① 転出をご検討されている段階から、学校へご報告ください。 

 

 

 

 

② 小６児童で、中学入学を機に転出する、指定変更を検討する場合には、学校への報

告に加えて、市役所７階学校教育課（学務係）へ相談してください。（２月中旬の入学説

明会の前までに行うことが望ましいでしょう） 

 

 

 

 

11 転出を考えている場合 
 

浦添市内の別の小中学校へ転校（入学）する場合 

浦添市教育支援委員会による特別支援教育の結果（特別支援学級・通級指導教室）

等の就学支援に係る情報は、保護者の同意の下、転出先の小中学校における指導・支援

に引き継がれます。通っている学校と連携しながら、諸手続きを進めてください。 

学校は転出情報について速やかに学校教育課へ報告するとともに、転出先の学校と連携し、

就学にかかる資料を提供します。 

① 転出をご検討されている段階から、学校へご報告ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁市教育委員会では、転出先でも引き続き特別な支援が受けられるよう、保護者の

同意の下、就学支援の資料を転出先の教育委員会へ提供しています。情報提供に

関する同意書の作成にご協力ください。 

③ 小６児童で、中学入学を機に転出する場合には、学校への報告に加えて、市役所

７階学校教育課（学務係）へご相談ください。（２月中旬の入学説明会の前までに行

うことが望ましいでしょう） 

④ 特別支援教育ヘルパーの要請（申請）を希望する場合には、保護者が転出先の

教育委員会へ問い合わせをしてください。（市町村によって、ヘルパー要請（申請）の

しかたや配置基準が異なる場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 

浦添市外または県外の小中学校へ転校（入学）する場合 

学校は転出情報について速やかに学校教育課へ報告するとともに、転出先の学校と連携

し、就学にかかる資料を提供します。 

※浦添市教育支援委員会の結果は、他市町村あるいは県外においても有効であり、教育支

援に活用されます。特別支援教育のシステムは各自治体によって異なりますので、保護者の

方が転出先の教育委員会へご相談ください。 

転居時期・転居予定先の学校名  

転居時期・転居予定先の学校名  


